
- 1 - 

 船舶事故調査報告書 

 

                               令和３年９月８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年７月２１日 ２０時５８分ごろ 

発生場所 鹿児島県南大隅
おおすみ

町佐多
さ た

岬北東方沖 

 大
おお

泊
どまり

港防波堤灯台から真方位０９５°４.５海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３１°０１.０′ 東経１３０°４６.４′） 

事故の概要  漁船第二十八覚
かく

栄
えい

丸は、東北東進中、また、漁船德
とく

慎
しん

丸は、南西進

中、両船が衝突した。 

 第二十八覚栄丸は、左舷船首部外板に擦過傷を生じ、また、德慎丸

は、船首部外板の亀裂等を生じた。  

事故調査の経過  令和２年８月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第二十八覚栄丸、１９９トン 

   １２９９３３、株式会社覚栄丸 

   ４６.１２ｍ×７.５０ｍ×３.８０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、５９２kＷ、昭和６３年３月１４日 

Ｂ 漁船 德慎丸、１３トン 

ＭＺ２－３００６６（漁船登録番号）、公益社団法人宮崎県漁

村活性化推進機構 

   １３.９０ｍ（Lr）×３.５２ｍ×１.７８ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４７８kＷ、平成１２年９月２５日 

   第２９５－４２１１１号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ６７歳 

  五級海技士（航海） 

      免 許 年 月 日 平成９年３月６日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２９年２月２１日 

    免状有効期間満了日 令和４年３月５日 

機関長Ａ ６１歳 

   六級海技士（機関）（機関限定） 

      免 許 年 月 日 平成２６年３月２０日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成３１年４月１８日 

    免状有効期間満了日 令和６年４月１７日          
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Ｂ 船長Ｂ ４２歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１４年７月１５日 

    免許証交付日 平成３０年１月１１日 

           （令和５年５月１１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部外板に亀裂等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び機関長Ａほか３人が乗り組み、魚を積み込む目

的で、令和２年７月２１日１２時２５分ごろ、宮崎県延岡市島野浦漁

港に向けて熊本県天草市牛深
うしぶか

港を出港した。 

Ａ船は、法定灯火を表示し、１９時４０分ごろ佐多岬西方沖で、機

関長Ａが船長Ａから船橋当直を引き継ぎ、約９ノット（kn）の速力

（対地速力、以下同じ。）で自動操舵により航行した。 

機関長Ａは、２０時３０分ごろ、佐多岬南方沖を通過し、針路を約

０６０°として続航中、しばらくして右舷船首方に南下してくるＢ船

の右舷灯を視認し、Ｂ船の後方にＡ船の進路を右舷方（東）から左舷

方（西）に通過する態勢の漁船２隻の左舷灯を認めた。 

機関長Ａは、レーダー映像で確認しながら航行を続けていたが、同

針路のまま航行するとＢ船の後方を通過する漁船と衝突すると思い、

Ｂ船との距離が約０.５Ｍとなった際、Ｂ船の前路を通過してＢ船とそ

の後方約１.５Ｍを通過する漁船２隻を左舷方に見る態勢で通過しよう

と右舵を約５°取り、少し針路を右に取った。 

機関長Ａは、再度レーダー映像で確認したところ、このままの針路

ではＢ船を左舷方にかわせないと思ったので更に針路を右に約５°取

ったが、Ｂ船との距離が至近となり、慌てて大きく右舵を取ったもの

の、２０時５８分ごろＡ船の左舷船首部とＢ船の船首部とが衝突し

た。 

船長Ａは、自室で休憩中に衝撃を感じて直ちに昇橋し、Ｂ船と衝突

したことを知り、乗組員の負傷の有無とＡ船の損傷状況及び油漏れ等

の確認を行い、その後、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員１人が乗り組み、操業で使用する餌を積

み込む目的で、１４時３０分ごろ、鹿児島県垂水
たるみず

市垂水港に向けて宮

崎県日南市油
あぶら

津
つ

港を出港した。 

Ｂ船は、法定灯火を表示し１９時３０分ごろ、船長Ｂが鹿児島県

肝付
きもつき

町松埼沖で佐多岬南方沖に向けて針路を約２３５°に設定し、約

７.５kn の速力で自動操舵により航行した。 

船長Ｂは、２０時２０分ごろ、レーダーで船首方にＡ船とその後方
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約１ＭにＣ船を認め、その後、Ａ船との距離が約１.５Ｍとなったと

き双眼鏡でＡ船の右舷灯及びマスト灯を認めた。 

船長Ｂは、約０.７ＭでＡ船の右舷灯を視認したのでこのままＡ船

と右舷を対して通過すると思い、Ｃ船に注意しながら針路を保持して

航行を続けていたところ、右舷船首方至近にＡ船を認め、衝突の危険

を感じ急いで左舵を取ったが、２０時５８分ごろＢ船の船首部とＡ船

の左舷船首部とが衝突した。 

船長Ｂは、衝突後、甲板員の負傷の有無とＢ船の損傷状況の確認を

し、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

（付図１ 航行経路図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋）、付表２ 

Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋）、写真１ Ａ船の損傷状況、写真２ Ｂ船

の損傷状況 参照） 

 その他の事項 機関長Ａは、漁船への乗船経験が約４０年以上あり、本船には約６

年前から乗船し航海当直を行っていた。 

機関長Ａは、小角度の右舵でＢ船とその後方の２隻の漁船をかわせ

ると思ったが、Ｂ船と十分距離があるうちに大きく右舵を取れば良か

ったと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、佐多岬北東方沖を東北東進中、機関長Ａが、距離が約０．

５Ｍで右舷船首方から南下してくるＢ船とその後方約１.５ＭにＡ船

の進路を右舷方から左舷方に通過する態勢の漁船２隻を認めたとき、

Ｂ船の前路を通過して、Ｂ船及びその後方を通過する漁船２隻を左舷

を対して通過しようと思い、Ｂ船との距離約０.５Ｍでわずかに針路を

右に転じて航行を続けたことから、更に小角度の右舵を取ったもの

の、Ｂ船を左舷方にかわしきれず、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

機関長Ａは、右舵を取った後、レーダー映像で確認したところ、こ

のままの針路ではＢ船を左舷方にかわせないことを認め、更に針路を

右に約５°取ったがＢ船との距離が至近となり、慌てて大きく右舵を

取ったものの、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、佐多岬北東方沖を南西進中、船長Ｂが、Ａ船と右舷を対し

て通過できると思い、Ａ船の後方のＣ船を注意しながら針路を保持し

て航行を続けたことから、Ａ船が針路を変えて右舷船首方から接近す

るのに気付くのが遅れ、急いで左舵を取ったものの、Ｂ船の船首部と

Ａ船の左舷船首部とが衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、佐多岬北東方沖において、Ａ船が東北東進中、Ｂ船

が南西進中、機関長Ａが、Ｂ船及びその後方の漁船２隻を左舷を対して
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通過しようと思い、Ｂ船との距離約０.５Ｍでわずかに針路を右に転じ

て航行を続け、また、船長Ｂが、Ａ船と右舷を対して通過できると思

い、Ａ船の後方のＣ船を注意しながら針路を保持して航行を続けたた

め、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航海当直者は、複数の船舶が接近する状況下では、早めに大幅な

針路変更や減速するなどして衝突を避けるための措置を採るこ

と。 

・航海当直者は、他船と行き会う場合、針路変更等があることか

ら、安全に通過するまで同船の動向を継続的に監視すること。 
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付図１ 航行経路図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

            

 

鹿児島県 

熊本県 

宮崎県 

-
 
5
 - 

松埼 

油津港 



- 6 - 

             

付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻  船 位※ 
対地速

力 
対地針路※ 

（時:分:秒）  北緯 東経 （kn） （°） 

 （°－′－″） （°－′－″）   

20:34:17 30-59-15.1 133-01-15.6 10.1 63.5 

20:34:48 30-59-17.4 130-42-10.4 9.8 58.4 

20:36:18 30-59-24.0 130-42-25.6 9.7 62.7 

20:36:47 30-59-26.3 130-42-30.4 9.7 59.9 

20:37:16 30-59-28.5 130-42-35.3 10 62.3 

20:38:17 30-59-33.3 130-42-45.9 10.2 63.2 

20:40:16 30-59-42.9 130-43-07.2 10.3 62.9 

20:41:47 30-59-50.1 130-43-23.4 10.4 62.8 

20:48:19 31-00-23.6 130-44-34.0 10.6 61.9 

20:49:19 31-00-28.9 130-44-44.9 11.1 58.1 

20:51:46 31-00-42.2 130-45-11.3 11 55.9 

20:53:17 31-00-50.5 130-45-27.9 10.8 60.6 

20:55:16 31-01-01.9 130-45-50.1 11.2 62.1 

20:57:47 31-01-07.6 130-46-21.8 11.1 95.2 

20:58:46 31-01-03.0 130-46-26.9 3 180.2 

21:01:16 31-00-59.3 130-46-25.8 0.7 184.9 

21:01:49 31-00-59.0 130-46-25.9 0.6 166.1 

21:02:16 31-00-58.8 130-46-26.0 0.4 149 

     

 

※ 船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び船首方位は

真方位である。 

 

 

付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻  船 位※ 
対地速

力 
対地針路※ 

（時:分:秒）  北緯 東経 （kn） （°） 

 （°－′－″） （°－′－″）   

20:30:18 31-02-47.6 130-49-53.9 8.4 236.9 

20:37:48 31-02-19.1 130-48-58.2 7.3 240.2 

20:40:19 31-02-10.0 130-48-39.2 7.4 242.9 

20:45:20 31-01-51.9 130-48-02.1 6.9 237.2 

20:51:48 31-01-29.6 130-47-13.9 7.7 235.4 

20:56:19 31-01-12.5 130-46-40.7 7.2 240.5 

20:57:48 31-01-06.9 130-46-29.7 7.5 243.3 

20:58:19 31-01-04.9 130-46-26.7 3.6 177.4 
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20:59:49 31-01-02.8 130-46-27.1 0.5 162 

21:01:19 31-01-02.9 130-46-27.4 0.4 102.2 

21:01:49 31-01-03.0 130-46-27.5 0.5 63.7 

21:13:49 31-01-10.4 130-46-36.5 1 46.4 

 

※ 船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置であり、Ｂ船のＧＰＳアンテナの位置

情報は、船首から１１ｍ、船尾から４ｍ、左舷から２ｍ、右舷から２ｍであった。また、対地

針路及び船首方位は真方位である。 

 

 

 

 

                                       写真１ Ａ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


